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令 和 元 年 ９ 月 1 2 日 

資 源 循 環 局 

 

よこはまプラスチック資源循環アクションプログラムについて 

 

１ 趣旨 

地球規模での課題となっているプラスチック問題の解決に向けて、オール横浜で取り組

むため、横浜市が取り組む具体的な行動を示した「よこはまプラスチック資源循環アクシ

ョンプログラム」の策定を進めています。 

このたび、プログラム素案に対する市会でのご議論や市民意見等を踏まえ、原案を策定

しました。 

 

２ 素案に対する市民意見募集結果 

６月 24 日から７月 31 日まで市民意見募集を行ったところ、239 件のご意見をいただき

ました。 

   

(1) 提出されたご意見への対応状況 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 主なご意見 

ア 修正 

 ・家庭で分別したプラスチックが海外に輸出されているのか 

 ・アクションが具体的に表現されていないため、分かりづらい 

 ・市民がプラスチック対策に取り組みやすいようアクションの表現を修正すべき 

 ・素案は網羅的だが、市民がまず何をすべきなのか認識しづらい 

イ 賛同 

 ・施策はどれもプラスチックごみ削減には欠かせないものだと思う 

・プラスチックごみを減らす生活スタイルを意識しており、協力したいと思う 

 ・プラスチック対策を横浜から発信できたら素晴らしいと思う 

ウ 参考 

 ・横浜が日本のプラスチック対策をリードしてほしい 

・発生抑制に向けて、プラスチックを製造・使用している事業者に課税してほしい 

 ・代替素材への転換を推進してほしい 

 

３ よこはまプラスチック資源循環アクションプログラム原案 

いただいたご意見などを踏まえ、「記載の追加・変更」、「時点修正」等を行い、原案を策

定しました。 

(1) 素案からの主な変更点 

   資料１のとおり 

(2) よこはまプラスチック資源循環アクションプログラム原案 

   資料２のとおり 

 

４ 今後のスケジュール 

９月下旬 よこはまプラスチック資源循環アクションプログラム公表  

分 類 対応状況 意見数 

修 正 素案を変更する際に、ご意見の趣旨を反映したもの 4 件 

賛 同 素案と同趣旨及び賛同いただいたもの 45 件 

参 考 今後の事業・取組の参考とさせていただくもの 176 件 

その他 その他 14 件 

合計 239 件 
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素案からの主な変更点 

 

  

変更理由 変更点 頁 

＜時点修正＞ 

・中国や東南アジアの輸入規制、

バーゼル条約の改正など、プラ

スチックの輸出入の動向を反映

するため、記載を追加 

第１章 プラスチックを取り巻く状況 

１ 資源循環の状況 

(1) 世界の状況 

～略～ 

・一方、世界最大の廃プラスチック市場であっ

た中国が、廃プラスチックの輸入を規制しま

した。この背景には、適切な処理をされない

資源ごみによって引き起こされる環境問題や

人体への悪影響への懸念があります。 

・これにより行き場を失ったプラスチックごみ

は、タイ、マレーシア、ベトナムなどのアジ

ア各国に流入しましたが、これらの国も次々

に輸入規制を敷いています。 

・各国でこうした輸入規制が敷かれるなか、有

害廃棄物の定義や輸出入を規定するバーゼル

条約が2019年５月に改正され、汚れたプラス

チックごみの輸出が2021年１月から制限され

ることとなりました。 

１ 

資料１ 
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変更理由 変更点 頁 

＜市民意見等を踏まえた修正＞ 

・日本及び横浜市のプラスチック

の処理について補足するため、

記載を追加 

【市民意見】 

・家庭で分別したプラスチック

が海外に輸出されているのか 

第１章 プラスチックを取り巻く状況 

１ 資源循環の状況 

(2) 日本の状況 

～略～ 

・日本では、家庭から排出されるプラスチック

は一般廃棄物として自治体の責任で処理され

ますが、事業活動に伴い排出されるプラスチ

ックは産業廃棄物として排出事業者の責任に

より適正処理を確保することが求められてい

ます。この中で、これまでは海外にリサイク

ルを目的として輸出されているものもありま

したが、中国をはじめとするプラスチックの

輸入規制や、バーゼル条約の改正による輸出

入の制限により、行き場を失いつつあるプラ

スチックの国内処理が求められています。 

２ 

第１章 プラスチックを取り巻く状況 

１ 資源循環の状況 

(3) 横浜市の状況 

～略～ 

・プラスチック製容器包装は資源物として、製

品プラスチックは燃やすごみとして、分別ル

ールに基づき家庭から排出されています。プ

ラスチック製容器包装は、「容器包装に係る

分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

（容器包装リサイクル法）」に基づき、指定

法人に引き渡され、国内の処理施設でリサイ

クルされています。リサイクル手法には、プ

ラスチックに再生する「マテリアルリサイク

ル」と、化学原料に再生する「ケミカルリサ

イクル」があります。  

～略～ 

３～４ 
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変更理由 変更点 頁 

＜時点修正＞ 

・国際会議におけるプラスチックご

みに関する議論の経過や、６月に

開催されたＧ20 大阪サミットにお

けるプラスチックに関する取り決

めなど、国際的な動向を反映する

ため、記載を変更 

第１章 プラスチックを取り巻く状況 

３ 海洋汚染の状況 

(1) 世界の状況 

～略～ 

・世界では、海洋ごみ、特にプラスチックごみ

が世界的課題であることが 2015 年６月のエ

ルマウ・サミットで初めて提起されて以降、

プラスチックごみのへの対応に向けた動きが

広まっています。そうした中、2019 年６月、

環境省と経済産業省の共催により「Ｇ20 持続

可能な成長のためのエネルギー転換と地球環

境に関する関係閣僚会合」が日本で開催さ

れ、我が国が主導する形で、各国が自主的な

対策を実施し、継続的に取組を報告・共有す

る実効性のある新しい枠組みである「Ｇ20 海

洋プラスチックごみ対策実施枠組」が採択さ

れました。 

・さらに、Ｇ20大阪サミットにおいて、「大阪

ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有され

ました。これは、首脳間で「Ｇ20海洋プラス

チックごみ対策実施枠組」を承認する形で共

有されたもので、2050年までに海洋プラスチ

ックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削

減することを目指すものです。 

９ 
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変更理由 変更点 頁 

＜市民意見等を踏まえた修正＞ 

・本プログラムの各アクションを

分かりやすくするため、記載を

一部変更、各アクションに具体

的取組例を追加 

【市民意見】 

・アクションが具体的に表現さ

れていないため分かりづらい 

・市民がプラスチック対策に取

り組みやすいようアクション

の表現を修正すべき 

第３章 施策・アクション     

２ アクション一覧 

アクション１ 

ワンウェイプラスチックの使用削減、再生材

を使用した製品や代替品の利用促進、リサイ

クルに向けた分別の徹底など、市民に身近な

場所（店頭や地域のイベント等）で広報・啓

発を実施 

具体的取組例 

・スーパーマーケットでのマイバッグ、マイ

ボトル持参の呼びかけ 

・区民まつりで、プラスチックの分別徹底に

向けた呼びかけ 

        ～略～ 

15～23 
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変更理由 変更点 頁 

＜市民意見等を踏まえた修正＞ 

・市民・事業者に取り組んでもらい

たい内容を明確にするため、新た

な項目として、記載を追加 

【市民意見】 

・素案は網羅的だが、市民がまず

何をすべきなのか認識しづらい 

市民・事業者の皆様へ 

プラスチック対策を進めていくうえでは、

次の１～５が重要です。 

１ ワンウェイプラスチックの使用を削減

する 

２ プラスチックの代替となるものがある

場合は、優先的に使用するように努め

る 

３ プラスチックの使用が避けられない場

合は、再生材やバイオマスプラスチッ

クを用いたものを選択し、できる限り

長期間、使用する 

４ 使用したプラスチックを廃棄する際

は、リサイクルが適切に行われるよ

う、分別を徹底する 

５ プラスチックが環境中に飛散し、海洋

流出につながることのないよう、飛散

防止や回収など、適切な対応を行う 

 

プラスチック対策は身近な取組から始める

ことができます。まずは、次の取組例を参

考にして、一人ひとり、自分にできること

からプラスチック対策の第一歩を踏み出し

ましょう。 

 

＜取組例＞ 

・マイバッグを持ち、レジ袋の使用を控え 

 る 

・ストローを使わなくても飲むことのでき

る飲み物は、ストローの提供を断る 

・弁当などを購入し自宅等で食べる際は、

スプーンやフォークなどの提供を断る 

・マイボトルを携帯し、ペットボトルの使

用を減らす 

・ポイ捨てをしない 

・ごみ拾いなど清掃活動に参加する など 

27 



よこはまプラスチック資源循環 

アクションプログラム

原案 

2019年９月 

横 浜 市 

資料２ 



 

横浜におけるプラスチック対策に向けて 
 

＜プラスチック問題＞ 

プラスチックは、軽量で丈夫、加工もしやすいことから、さまざまな製品や容器包

装などに幅広く利用されています。 

一方で、優れた耐久性・安定性ゆえ、プラスチックは、自然界で分解されにくいと

いう特徴があります。このため、不法投棄やポイ捨て、屋外に設置されたプラスチッ

ク製品が風雨や紫外線などで劣化して飛散してしまうなど、意図的・非意図的に関わ

らずプラスチックが自然界に流出してしまうと、河川等を通じて海にたどり着き、海

洋汚染につながってしまいます。 

鼻にプラスチック製ストローが刺さったウミガメや、餌と間違えてレジ袋やプラス

チックごみを大量に飲み込み、それが原因で餓死したクジラなど、生き物たちの痛々

しい姿もたびたび報道されました。 

このまま何も対策を講じなければ、2050年までに魚の重量を上回るプラスチックが

海洋環境に流出するというショッキングな予測もあり、世界では、プラスチック対策

に向けた動きが広まりつつあります。一部の企業においても、プラスチック製ストロ

ーの提供をやめる、冷たい飲み物のカップを紙製にする、商品を梱包していた袋をプ

ラスチック製のものから紙製のものに変えるなど、取組をスタートさせています。 

 

プラスチックは適正に分別することで、リサイクル可能な素材ですが、金属等の他素

材と比べると有効利用される割合は低い状況にあります。 

また、リサイクルせず焼却した場合、温室効果ガスが多く排出されるため、地球温暖

化の要因の一つとなっています。 

 

私たちの生活に多くの利便性と恩恵をもたらした素材であるプラスチックは、今や

なくてはならないものとなっているため、全てのプラスチックの使用を中止すること

は現実的ではありません。 

しかし、プラスチックによる環境汚染の拡大を食い止めるとともに、既にある汚染

を改善していかなければならないことは、世界共通の喫緊の課題です。 

  

はじめに 



 

 

 

 

＜横浜におけるプラスチック対策＞ 

海に面した横浜市は、世界に向け日本の玄関口として開港してから、今年で 160 年と

なりました。海から恩恵を受け、港とともに発展してきた横浜市においては、海洋汚染

に端を発するプラスチック問題はより身近な危機であることは言うまでもありません。 

ＳＤＧｓ未来都市に選定され、日本最大の基礎自治体である横浜市は、この問題に真

摯に向き合っていかなければなりません。 

未来の子どもたちに豊かな自然環境を継承していくためにも、このプログラムをきっ

かけとして、市民・事業者の皆様一人ひとりがプラスチック問題を自分のこととしてと

らえ、対策を進めるための具体的な行動に繋げていただけるよう、取り組んでいきます。 
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プラスチックを取り巻く状況 

１ 資源循環の状況 

(1) 世界の状況 

・世界全体におけるプラスチック容器包装のリサイクル率は 14％であり、熱回収

を含めた焼却率の 14％とあわせ、有効利用率は 14～28％となっています。これ

は、金属等の他素材と比べて低い状況にあります※１。 

・ＥＵでは 2018年１月にプラスチック戦略が公表され、2030年までに全てのプ

ラスチック容器包装のリサイクルの徹底を目指すことなどが表明されました。

また、2019年５月には、ＥＵ市場全体におけるワンウェイプラスチック製品の

流通を 2021年までに禁止する法律が採択されました。 

・ＥＵ以外の国においても、ワンウェイプラスチックの規制が進められており、

多くの国でレジ袋の使用が規制されています。規制には大きく分けて「課税・

有料化」と「使用禁止・製造禁止」の２種類があります。 

・一方、世界最大の廃プラスチック市場であった中国が、廃プラスチックの輸入

を規制しました。この背景には、適切な処理をされない資源ごみによって引き

起こされる環境問題や人体への悪影響への懸念があります。 

・これにより行き場を失ったプラスチックごみは、タイ、マレーシア、ベトナム

などのアジア各国に流入しましたが、これらの国も次々に輸入規制を敷いてい

ます。 

・各国でこうした輸入規制が敷かれるなか、有害廃棄物の定義や輸出入を規定す

るバーゼル条約が 2019年５月に改正され、汚れたプラスチックごみの輸出が

2021年１月から制限されることとなりました。 

 

※１ 「Single-use plastics: A roadmap-for sustainability」（国連環境計画、2018年） 

 

 

 

 

 

  

 第１章 

ワンウェイプラスチックについて 

 

プラスチック製で、通常１度使用した後にその役目を終えるものをいう。 

 

（例）プラスチック製容器包装、飲料や調味料等のペットボトル類、ストローやスプーン 

をはじめとしたプラスチック製食器類 など 
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図１ 日本における廃プラスチックの処分量と割合の変遷 

 

(2) 日本の状況 

・日本における容器包装を含めた廃プラスチックの有効利用率は 85.8％で、世界

と比べると高い状況です。しかし、熱回収（サーマルリサイクル）を除いたリ

サイクル率は 27.8％となっており、決してリサイクルが進んでいるというわけ

ではありません※２。 

・さらに、日本は、一人当たりの年間のワンウェイプラスチック容器包装排出量

が、米国に次いで世界で二番目に多い（米国約 45㎏、日本約 32㎏）と指摘さ

れています※１。 

・このため、国内の企業では、プラスチックの使用の取止めや、代替素材への切

替え、プラスチックの 100％リサイクルに向けた取組が進められています。 

自治体においても、プラスチックのごみゼロ宣言やレジ袋禁止条例を打ち出す

などの動きがあります。 

・また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入

法）」に基づき定められる、国等の機関が物品等を調達する際の判断基準を示し

た「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が 2019 年２月に変更されまし

た。この中で、ワンウェイのプラスチック製の容器・製品の使用抑制等が新た

に盛り込まれました。 

・日本では、家庭から排出されるプラスチックは一般廃棄物として自治体の責任

で処理されますが、事業活動に伴い排出されるプラスチックは産業廃棄物とし

て排出事業者の責任により適正処理を確保することが求められています。この

中で、これまでは海外にリサイクルを目的として輸出されているものもありま

したが、中国をはじめとするプラスチックの輸入規制や、バーゼル条約の改正

による輸出入の制限により、行き場を失いつつあるプラスチックの国内処理が

求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 「プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況 2017年」 

（一般社団法人プラスチック循環利用協会） 
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(3) 横浜市の状況 

・横浜市では、「ヨコハマ３Ｒ夢プラン（横浜市一般廃棄物処理基本計画）」に基

づき、分別・リサイクルはもとより、３Ｒの中でも最も環境にやさしいリデュ

ースの取組に重点を置いて取り組んでおり、プラスチックについては、マイバ

ッグやマイボトル持参の呼びかけを行っています。 

・プラスチック製容器包装は資源物として、製品プラスチックは燃やすごみとし

て、分別ルールに基づき家庭から排出されています。プラスチック製容器包装

は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リ

サイクル法）」に基づき、指定法人に引き渡され、国内の処理施設でリサイクル

されています。リサイクル手法には、プラスチックに再生する「マテリアルリ

サイクル」と、化学原料に再生する「ケミカルリサイクル」があります。 

・家庭から排出されたペットボトルの分別率は 90％以上と高い水準で推移してい

るのに対し、プラスチック製容器包装は 60％台で推移しています。分別ルール

が一定程度定着しているなか、プラスチックの分別については「分かりづら

い」という市民の声も多く、また、汚れたプラスチック製容器包装は燃やすご

みとして排出すると認識されている方もいることから、分別ルールについて、

改めて丁寧に広報・啓発していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２ 横浜市の家庭から排出されたプラスチック類の分別率推移 

プラスチック製容器包装・製品プラスチックについて 

  

日本では、家庭から排出されるプラスチックは、プラスチック製容器包装とプラスチック 

製容器包装以外のプラスチック（製品プラスチック）に分類されます。 

 

 プラスチック製容器包装 

商品を入れたもの（容器）や包んだもの（包装）で、中身の商品を使った後に不要となる 

プラスチック製のもの。リサイクルを促進する法制度（容器包装リサイクル法）がある。 

 製品プラスチック 

プラスチック製のものでも、商品として購入したもの。（おもちゃ、生活雑貨など） 

リサイクルを促進するための法制度が無いため、新たな法律の制定を国に要望している。 
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・なお、事業者が事業活動に伴い排出するプラスチックは、産業廃棄物として、

排出事業者の責任により適正処理を確保することが求められます。しかし、 

焼却工場に搬入される事業系可燃ごみにもプラスチックが混入している現状が

あり、課題となっています。 

・横浜市では、これまでの廃棄物行政で培ってきたノウハウを生かし、アジアや

アフリカを中心とする新興国に対し、ごみの分別促進に向けた事業の推進やア

フリカのきれいな街プラットフォーム等を通じた廃棄物管理研修の実施などを

行っています。また、横浜の資源・技術を活用した公民連携による国際技術協

力であるＹ－ＰＯＲＴ事業を通じ、民間企業の海外進出支援を行っています。  

・国のプラスチックに関する「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変

更の動きを受け、横浜市でも「横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針

（別記）特定調達物品等」にプラスチックに関する事項を盛り込みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ フィリピン・メトロセブにおけるごみの現状と市内企業によるプラスチック処理設備 

図３ 横浜市で焼却している事業系可燃ごみの組成割合（2018年度） 

アフリカのきれいな街プラットフォームについて 

 

環境省・JICAが、横浜市・国連環境計画(UNEP)・国連人間居住計画(UN-HABITAT)・アフリ 

カ各国・都市と共同で、アフリカにおける廃棄物に関する知見・経験の共有、ＳＤＧｓの推 

進等を行うための場として設立したプラットフォーム。 
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２ 地球温暖化の状況 

(1) 世界の状況 

・地球温暖化は、地球規模の気候変動を引き起こすとされており、プラスチック

は、石油資源を原料として製造されるため、焼却すると地球温暖化の一因とな

る温室効果ガスが多く排出されます。また、プラスチックの焼却により、温室

効果ガスが多く発生するだけでなく、原料である石油資源そのものが有限であ

ることも留意すべきです。 

・気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第５次評価報告書によれば、20 世紀末頃

（1986年～2005年）と比べ、有効な温暖化対策をとらなかった場合、21世紀末

（2081 年～2100 年）の世界の平均気温は 2.6～4.8℃上昇するとされています。 

・2015 年に合意されたパリ協定には、世界共通の長期目標として、産業革命以前か

らの気温上昇を２℃未満に抑え、さらに 1.5℃未満という目標に向けて努力する

ことが明記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５ 地球温暖化の状況 

（引用）環境省「地球温暖化から日本を守る 適応への挑戦 2012」 

5



 

 

(2) 日本の状況 

・日本においても近年起こっている災害級の猛暑、記録的な豪雨などと関連がある

とも言われており、既に私たちの生活や生命を脅かしています。 

・日本は、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略において、今世紀後半ので

きるだけ早期に「脱炭素社会」（温室効果ガスの実質排出ゼロ）を実現すること

を目指すとしています。それに向けて、地球温暖化対策計画に基づき、2050年ま

でに 80％の温室効果ガスの排出削減という長期目標を掲げています。同計画で

は、抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開発、普及などのイノベーション

による解決を最大限追求するとともに、国内投資を促し、国際競争力を高め、国

民に広く知恵を求めつつ、長期的、戦略的な取組の中で大幅な削減をしていくと

しています。この中で、バイオマスプラスチック類の普及を盛り込んでおり、「バ

イオマスを原料とするプラスチックの利用を促進することを通じて、石油を原料

とするプラスチックを代替することにより、廃プラスチックの焼却に伴うＣＯ２

排出量の排出を抑制する」としており、国における温暖化対策においてもプラス

チック対策に取り組んでいます。 

 

  

バイオプラスチックについて 

 

  バイオプラスチックとは、微生物によって生分解される「生分解性プラスチック」及び 

バイオマスを原料に製造される「バイオマスプラスチック」の総称です。一定の管理された 

循環システムの中でそれぞれの特性を生かすことで、プラスチックに起因する様々な問題の 

改善に幅広く貢献することが期待されています。 

 

 生分解性プラスチック 

通常のプラスチックと同様に使うことができ、使用後は自然界に存在する微生物の働きで、 

最終的に水と二酸化炭素に分解され自然界へと循環するプラスチック。食品残渣の処理や農 

業などにおいて、廃棄物の削減に繋がるとされています。 

 

 バイオマスプラスチック 

サトウキビやトウモロコシなど、再生可能なバイオマス資源を原料に、化学的かつ生物学 

的に合成することで得られるプラスチック。焼却処分した場合でも、バイオマスの持つ 

カーボンニュートラル性から、大気中の二酸化炭素の濃度を上昇させないという特徴があり、 

地球温暖化の防止や化石資源への依存度低減にも貢献することが期待されています。 

 

環境省「プラスチック資源循環戦略小委員会」資料 

「バイオプラスチック概況（日本バイオプラスチック協会）」から引用 
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(3) 横浜市の状況 

・横浜市では、パリ協定やＳＤＧｓの採択後の世界の潮流や IPCC 1.5℃特別報告

書を受けた各国・各都市の脱炭素化へ加速している状況を捉え、「横浜市地球温

暖化対策実行計画」を改定し、2050 年も見据えて「今世紀後半のできるだけ早

い時期における温室効果ガス実質排出ゼロ（脱炭素化）の実現」を目指す姿

（ゴール）とし、それを表す言葉として「Zero Carbon Yokohama」を掲げまし

た。脱炭素化の方向性を明確に示すことで、技術・経済社会システムやライフ

スタイルのイノベーションの促進を図るなど、持続可能な大都市モデルの実現

に向けた取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ヨコハマ３Ｒ夢プラン（横浜市一般廃棄物処理基本計画）においても、地球温

暖化問題に対応するため、ごみ処理に伴って排出される温室効果ガスの削減目

標を設定しています。目標値として、2025 年度までに温室効果ガスを 50％以上

削減（2009年度比）することを掲げており、ごみの収集・運搬、処理・処分の

全ての段階において、脱温暖化に向けた取組を推進しています。 

・一方で、ヨコハマ３Ｒ夢プランの計画の折返しである 2017年度は、目標値とし

て 25％以上の削減を掲げていましたが、2009年度比で＋1.4％（28.6万トン‐

ＣＯ２）となっており、目標は未達成です。 

・ごみ処理に伴い排出される温室効果ガスのうち、約９割が焼却工場でごみを焼

却することで排出されており、そのうちの約８割はプラスチックの焼却による

ものです。このため、焼却工場で燃やされているプラスチックの削減を進めて

いくため、発生抑制の取組や分別の徹底により、焼却されるプラスチックを削

減していくことが、より一層重要となります。 

・なお、横浜市の焼却工場では、ごみ焼却に伴い発生する熱を利用し、発電を行

い、工場内等で利用している他、電力会社に売却するなどしています。 

   

 

図６ 横浜市地球温暖化対策実行計画の目指す姿（ゴール）のイメージ 
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図７ マイクロプラスチックの密度分布のモデル予測 

３ 海洋汚染の状況 

(1) 世界の状況 

・世界全体で年間数百万トンものプラスチックごみが、不適正な処理により、陸

上から海洋へ流出していると推計されており、このままでは 2050年までに魚の

重量を上回る量のプラスチックごみが海洋を占めると予測されています※３。 

さらに、クジラやウミガメ、海鳥、魚の体内からプラスチックが出てきている

という報告があり、生態系を含めた海洋環境への影響が懸念されています。 

・プラスチックによる海洋汚染は地球規模で広がっており、北極や南極でもマイ

クロプラスチックが観測されたとの報告※４もあります。 

・プラスチックごみの海洋への流出量の国別推計値は、中国及び東南アジアが１

～４位を占めており、その量は、全体の約半分にのぼります。※５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 「THE NEW PLASTICS ECONOMY RETHINKING THE FUTURE OF PLASTICS」 

（エレン・マッカーサー財団、2016年） 

※４ 「Plastic Pollution in the World's Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing 

over 250,000 Tons Afloat at Sea」（マーカス・エリクセンら、PLOS ONE、2014年） 

※５ 「Plastic waste inputs from land into the ocean」(Science、2015年２月) 

 

 

表１ 陸上から海洋に流出したプラスチックごみ量（2010年推計） 

順 国

１位 中国 132万 ～ 353万 ｔ／年
２位 インドネシア 48万 ～ 129万 ｔ／年
３位 フィリピン 28万 ～   75万 ｔ／年
４位 ベトナム 28万 ～   73万 ｔ／年

20位 アメリカ ４万 ～   11万 ｔ／年

30位 日本   ２万 ～   ６万 ｔ／年

‥

‥

推計量
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・世界では、海洋ごみ、特にプラスチックごみが世界的課題であることが 2015 年

６月のエルマウ・サミットで初めて提起されて以降、プラスチックごみへの対

応に向けた動きが広まっています。そうした中、2019 年６月、環境省と経済産

業省の共催により「Ｇ20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に

関する関係閣僚会合」が日本で開催され、我が国が主導する形で、各国が自主

的な対策を実施し、継続的に取組を報告・共有する実効性のある新しい枠組み

である「Ｇ20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」が採択されました。 

・さらに、Ｇ20大阪サミットにおいて、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」

が共有されました。これは、首脳間で「Ｇ20海洋プラスチックごみ対策実施枠

組」を承認する形で共有されたもので、2050 年までに海洋プラスチックごみに

よる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指すものです。 

 

(2) 日本の状況 

・国の海洋政策においては、海洋基本法に基づく「海洋基本計画」(内閣府・第３

期計画期間：2018年度～2022年度)に「海洋環境の維持・保全」が位置付けら

れ、マイクロプラスチックを含めた海洋ごみの削減に向けて、実態把握、回収

処理や発生抑制対策等、省庁横断的に総合的な取組が推進されています。 

 

(3) 横浜市の状況 

・横浜市においては、ポイ捨てや不法投棄対策としてのパトロールや、市民・事

業者との協働による路上清掃、河川清掃等を行っているほか、海上漂流物の回

収なども行っています。 

・横浜市の沿岸や河川、下水道施設等において、マイクロプラスチックに関する

調査研究などを開始しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

マイクロプラスチックについて 

 

プラスチックのうち、大きさが５mm 以下のプラスチックをマイクロプラスチックといい、 

大きく２種類に分けられます。海に流出したマイクロプラスチックを回収することはほぼ不 

可能と言われています。 

 

 １次的マイクロプラスチック 

プラスチック製品の原料である「ペレット」や、洗顔料や化粧品などに含まれる「マイク 

ロビーズ」など、それ自体がマイクロプラスチックであるもの。 

 ２次的マイクロプラスチック 

プラスチック製品など、大きなサイズで製造されたプラスチックが自然環境中で破砕・細 

分化されてマイクロプラスチックとなったもの。 
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４ 国のプラスチックへの取組 

(1) プラスチック資源循環戦略の策定 

・2019年５月、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化、アジア各国による廃棄物

の輸入規制等の幅広い課題に対応するため、プラスチックの資源循環を総合的に

推進するプラスチック資源循環戦略を策定しました。プラスチック資源循環戦略

は、３Ｒの取組を基本とした「資源循環」、不法投棄やポイ捨て、美化・清掃な

どの「海洋プラスチック対策」、途上国への支援などの「国際展開」、資源循環関

連産業の振興や技術開発などの「基盤整備」の４つを重点戦略としており、「2030

年までにワンウェイプラスチックを累積 25％排出抑制する」などの指標を掲げ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図８ 環境省「プラスチック資源循環戦略」（概要） 
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(2) 海洋プラスチックごみ対策アクションプランの策定 

・Ｇ20 大阪サミットにおいて、議長国としての率先的な姿勢を示し、Ｇ20 におけ

る議論をリードするため、海洋プラスチックごみ対策アクションプランを策定し

ました。 

・海洋プラスチックごみ対策アクションプランは、海洋プラスチック対策も成長の

誘因であり、経済活動の制約ではなく、イノベーションが求められているという

考えのもと、プラスチックを有効利用することを前提としつつ、新たな汚染を生

み出さない世界の実現を目指した具体的な取組が掲げられています。 

図９ 環境省「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」（概要） 
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プログラムの概要 

プラスチック対策の取組を進めていくうえでは、市民・事業者の皆様に具体的に行動し

ていただくことが重要であることから基礎自治体の役割が欠かせません。 

横浜市は、ＳＤＧｓ未来都市として、率先した取組を進めるとともに、日本のプラスチ

ック対策を牽引していきます。 

 

１ プログラムの趣旨 

  本プログラムは、プラスチック問題の解決に向け、市民・事業者の皆様に具体的に行

動していただくために本市が行う取組及び本市が自ら率先垂範する取組をまとめたも

のです。 

 

２ プログラムの「ねらい」 

プラスチック問題の解決に向けた取組を通じて、天然資源の有効利用（資源循環に 

よる環境負荷の低減及び化石燃料等の枯渇性資源の確保）、温室効果ガスの排出抑制

（地球温暖化対策）、海洋プラスチックゼロエミッション（海洋流出対策）に貢献して

いきます。 

 

３ プログラムの期間 

プラスチック資源循環戦略に示されている指標等を踏まえ、2019年度から 2030 年度

をプログラム期間とします。 

また、国の施策や本市の中期４か年計画と連動し、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アクションプログラムの「ねらい」 

天然資源の有効利用 温室効果ガスの排出抑制 海洋プラスチックゼロエミッション 

 

重点戦略Ⅰ  資源循環  

重点戦略Ⅱ  海洋流出対策  

重点戦略Ⅲ  連携協働 

35 の 

アクション 

 

施策７  実態把握・科学的知見の充実 

施策６  取組を促進するための関係者との連携協働 

施策５  散乱したプラスチックの回収 

施策４  ポイ捨て・不法投棄による海洋流出の防止 

施策３  イノベーションの促進に向けた取組・代替素材への転換  

施策２  プラスチックの回収・適正処理の徹底  

施策１  プラスチックの発生抑制・再利用の徹底  

図 10 プログラムの体系図 

 

 

 第２章 

12



 

 

４ プログラムの体系 

(1)  重点戦略 

プラスチック対策を進めていくうえでは、特定の取組に焦点を絞るのではなく、

様々な取組を総合的に進めていくことが重要です。そのうえで、資源循環、海洋流出

対策、連携協働の３つを重点戦略として掲げ、プログラムを推進していきます。 

 

重点戦略Ⅰ：資源循環 

～ワンウェイプラスチックの削減、プラスチックの分別・リサイクルの更なる推進～ 

・レジ袋やストローなど、ワンウェイプラスチック製品の削減を推進するととも

に、プラスチック製品を使用する際は、可能な限り長く使うことを推進し、更

に、廃棄する時は、分別・リサイクルを徹底します。また、再生材や代替素材の

利用促進も併せて進めます。 

・また、ごみ量の大幅な削減を実現するなど、日本の環境行政をリードしてきた横

浜市として、これまで培ってきた経験やノウハウを生かし、新興国の廃棄物処理

課題の解決に貢献していきます。 

 

重点戦略Ⅱ：海洋流出対策 

～プラスチックの飛散流出の防止～ 

・港湾都市であり、大小さまざまな河川のある横浜が、市民・事業者・行政の協働

によりプラスチックが自然界に流出することがないように対策を講じるととも

に、流出してしまったものについては出来る限り回収するよう、清掃活動等を推

進していきます。 

 

重点戦略Ⅲ：連携協働 

～取組を加速させていくための市民・事業者との協働～ 

・資源循環、海洋流出対策を横断的に行い、取組をより一層、加速していくための体

制を構築していくため、市民・事業者の皆様との協働を進めていきます。あわせて、

活動のベースとなるプラスチックの資源循環等に資する仕組みづくりに向けた国

への働きかけや、調査研究などの取組を進めていきます。 

 

(2) 施策・アクション 

重点戦略である、資源循環、海洋流出対策、連携協働を着実に推進していくため、

大きな枠組みである７つの施策に基づき、具体的な取組を進めていくための 35の 

アクションを設定しています。 
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施策・アクション 

１ 施策と関連するアクション 

施策１ プラスチックの発生抑制・再利用の徹底 

2030 年の姿  

プラスチックの排出抑制が進んでいる 

関連アクション  
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
 
施策２ プラスチックの回収・適正処理の徹底 

2030 年の姿  

プラスチックの適正処理が徹底されている 

関連アクション  
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  

 
施策３ イノベーションの促進に向けた取組・代替素材への転換 

2030 年の姿  

プラスチックの素材転換が行われている 

関連アクション  
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  

 
施策４ ポイ捨て・不法投棄による海洋流出の防止 

2030 年の姿  

プラスチックの海洋への流出がない 

関連アクション  
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  

 
施策５ 散乱したプラスチックの回収 

2030 年の姿  

街中にプラスチックが散乱していない 

関連アクション  
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  

 
施策６ 取組を促進するための関係者との連携協働 

2030 年の姿  

プラスチック対策に向けた取組が定着している 

関連アクション  
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  

 
施策７ 実態把握・科学的知見の充実 

2030 年の姿  

プラスチックによる環境汚染等の影響に関する調査が進み、取組に生かされている 

関連アクション  
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
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２ アクション一覧 

アクション１  

ワンウェイプラスチックの使用削減、再生材を使用した製品や代替品の利用 

促進、リサイクルに向けた分別徹底など、市民に身近な場所（店頭や地域の 

イベント等）で広報・啓発を実施 

具体的取組例  

・スーパーマーケットでのマイバッグ、マイボトル持参の呼びかけ 

・区民まつりで、プラスチックの分別徹底に向けた呼びかけ        

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション２ 

 市関連施設の見学者に対して、ワンウェイプラスチックの使用削減、再生材を 

 使用した製品や代替品の利用促進など、プラスチック対策に向けた啓発を実施 

具体的取組例  

・焼却により温室効果ガス発生につながるプラスチックの分別徹底について、 

焼却工場視察・見学者への呼びかけ 

・選別施設見学者に分別徹底とワンウェイプラスチック削減の呼びかけ、 

素材転換商品の展示                           

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション３ 

ワンウェイプラスチックの使用を削減するため、リユース食器やリユース家具等

の利用啓発を実施 

具体的取組例  

・イベント開催者に対するリユース食器使用の働きかけ 

・焼却工場等で提供しているリユース家具のＰＲ促進             

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション４ 

「横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針」に基づくグリーン購入の徹底 

具体的取組例  

・本市職員が物品・役務等の調達をする際にグリーン購入を徹底 

・必要に応じた「横浜市グリーン購入の推進を図るための調達方針」の見直し                 

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
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アクション５ 

本市が庁舎内で開催する会議におけるワンウェイプラスチックの使用の原則禁止 

及びその他の会議やイベント等における使用削減の推進 

具体的取組例  

・茶器やグラスなどによる飲料提供 

・参加者へのマイボトル持参の呼びかけ                   

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション６ 

本市職員の率先したプラスチックの発生抑制の取組や分別徹底による 

リサイクル、再生材を使用した製品や代替品の利用の推進 

具体的取組例  

・マイバッグ、マイボトル持参の習慣づけ 

・啓発等における、プラスチックを使用していない物品や、再生材やバイオマス 

 プラスチックを使用している物品の利用の推進          

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション７ 

事業者によるプラスチックの過剰包装の見直し、代替素材への転換など、 

プラスチックの発生抑制に向けた働きかけ 

具体的取組例  

・事業者にプラスチックの発生抑制を促す制度構築に向けた国への要望 

・市内小売事業者へのバイオマスプラスチック製ごみ袋導入に向けた働きかけ  

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション８ 

プラスチックの３Ｒを徹底するための仕組みづくりに向けた国への働きかけ 

具体的取組例  

・製品プラスチックのリサイクルの制度構築に向けた国への要望 

・容器包装リサイクル法の制度見直しに向けた国への要望           

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
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アクション９ 

事業者が排出するプラスチックの３Ｒの推進に向けた、神奈川県及び 

神奈川県内政令市による「廃棄物自主管理事業」の活用 

具体的取組例  

・廃棄物自主管理事業説明会でのプラスチック対策に向けた呼びかけ 

・廃棄物自主管理の報告書にプラスチックに関する項目の追加の検討      

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 10 

ワンウェイプラスチックの使用削減やマイバッグの利用促進など、事業者との 

連携によるキャンペーン等の実施 

具体的取組例  

・スーパーマーケットでのマイバッグ、マイボトル持参の呼びかけ 

・レジでのストローやスプーンなどの要否の声かけ              

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 11 

プラスチック問題の現状や市民・事業者によるプラスチック対策の取組事例 

の紹介など、情報発信の強化 

具体的取組例  

・プラスチック問題の現状を伝えるホームページの開設 

・広報紙などへのプラスチック問題の情報掲載    

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 12 

海洋に関する企業や研究機関、大学、行政機関（国等）と連携した情報共有、発信、 

啓発活動等の実施 

具体的取組例  

・大学でのプラスチック問題に関する講義の実施                       

・「海洋都市横浜うみ博」等での情報発信        

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
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アクション 13 

プラスチック製容器包装の分別徹底に向けた、分かりづらい分別事例の紹介等、

広報・啓発の実施 

具体的取組例  

・汚れたプラスチック製容器包装や分別方法に迷う容器の分別方法について 

住民説明会の実施 

・正しい分別ルールをリサイクル広報誌へ掲載                

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 14 

プラスチック資源化量の増加に向けた広報・啓発による小型家電リサイクル 

の促進 

具体的取組例  

・小型家電回収制度の周知 

・小型家電回収ボックス設置場所拡大に向けた働きかけ                            

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 15 

焼却工場における搬入物検査の徹底による事業系ごみに含まれている 

プラスチックの適正処理の推進 

具体的取組例  

・事業系ごみの展開検査の実施 

・展開検査で発見されたプラスチックの持ち帰り指導             

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 16 

事業者が排出するプラスチックの資源化推進に向けた実態把握及び方策の検討 

具体的取組例  

・プラスチック処理状況把握に向けた事業者へのアンケート調査 

・事業者への立入時におけるプラスチックの処理状況などのヒアリング     

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
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アクション 17 

事業者が排出するリサイクルが困難なプラスチックの熱回収による有効利用 

の促進 

具体的取組例  

・事業者への立入時にリサイクル困難なプラスチックに対する熱回収の呼びかけ 

・焼却施設設置申請者に対する熱回収施設導入の呼びかけ           

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 18 

Ｙ－ＰＯＲＴを通じたごみ分別促進支援の実施 

具体的取組例  

・ベトナム・ダナンでのごみ分別促進モデル事業の実施 

・フィリピン・メトロセブでのプラスチックリサイクル事業の展開       

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 19 

「アフリカのきれいな街プラットフォーム」を通じた支援の実施 

具体的取組例  

・横浜の廃棄物管理手法を学ぶ研修の実施 

・アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）等の国際会議の場で本市の廃棄物管理手法 

を紹介             

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 20 

廃棄物分野における公民連携のプラットフォームの構築 

具体的取組例  

・現地行政との協議により市内民間企業の海外進出を支援 

・廃棄物関連事業者との意見交換会の実施                  

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
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アクション 21 

ごみ袋など、焼却せざるを得ないプラスチックへのバイオマス素材の導入促進 

具体的取組例  

・市の施設、事業におけるバイオマスプラスチック製ごみ袋の導入 

・バイオマスプラスチック製ごみ袋の配布による、清掃活動での利用促進に向けた 

 啓発                                  

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 22 

プラスチックの課題解決に向けたイノベーションの促進・代替素材の普及啓発等 

具体的取組例  

・ヨコハマＳＤＧｓデザインセンターを活用した企業連携よるイノベーションの 

促進 

・啓発等における、プラスチックを使用していない物品や、再生材やバイオマス 

プラスチックを使用している物品の利用の推進 

（木製ストローの普及を通じた海洋におけるプラスチックごみ問題の意識啓発の 

実施等） 

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 23 

施設管理を含め、所管業務におけるプラスチック製品やプラスチックごみの 

飛散防止 

具体的取組例  

・カラーコーンやネットなど、屋外に設置されているプラスチック製品の劣化に 

 よる飛散の防止に向けた定期的な点検の実施 

・プラスチックごみの適切な管理や処理、物品の整理整頓や清掃等による飛散防止 

 の徹底                                

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 24 

ポイ捨てや不法投棄と海洋汚染の関連性を周知するための広報・啓発等の推進 

具体的取組例  

・ポイ捨てと海洋汚染の関連性を紹介する映像資料の作成 

・地域や学校での啓発において、陸上のごみが海洋汚染の一因となっていることの 

 紹介                                  

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
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アクション 25 

折畳み式ネットボックスの普及促進など、集積場所からのプラスチックの 

飛散防止の推進 

具体的取組例  

・折畳み式ネットボックスの普及促進 

・地域住民の集積場所改善の取組支援を通じたプラスチックの飛散防止           

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 26 

事業者に対する、プラスチックの飛散防止の徹底に向けた指導 

具体的取組例  

・廃棄物処理事業者に対する処理状況確認時における飛散防止の指導 

・排出事業者の廃棄物保管場所確認時におけるプラスチック飛散防止の指導     

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 27 

他都市や団体等と連携した広報・啓発等の実施 

具体的取組例  

・「かながわプラごみゼロ宣言」への賛同 

・九都県市海洋プラ検討会での広報物作成・講演会開催      

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 28 

街の美化や清掃活動の更なる推進 

具体的取組例  

・地域のクリーンアップ活動への分別ボックス貸出し 

・ラクビーワールドカップ、オリンピックパラリンピック等の大規模イベント開催

をとらえた市民参加型の清掃イベントの開催                

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
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アクション 29 

道路、河川の美化及び清掃活動の推進 

具体的取組例  

・ハマロード・サポーターによる道路の美化や清掃等の実施 

・水辺愛護会などによる河川清掃の実施                   

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 30 

海岸等の美化及び清掃活動の更なる推進 

具体的取組例  

・周辺地域、団体、学生等の参加による清掃活動の実施 

・事業者による海岸でのごみ拾い活動との連携                

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 31 

プラスチック等の海上漂流物の回収 

具体的取組例  

・清掃船による横浜港内の海面浮遊物の回収 

・海上ごみ回収の実演等による広報宣伝活動 

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 32 

燃やすごみに含まれるワンウェイプラスチックの実態調査 

具体的取組例  

・家庭ごみにおけるワンウェイプラスチック混入状況の調査 

・家庭ごみにおける分別されていないプラスチックごみの実態調査 

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
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アクション 33 

燃やすごみに含まれるバイオマスプラスチックの調査手法の検討、実態調査 

具体的取組例  

・燃やすごみに含まれるバイオマスプラスチックの調査手法の検討 

・調査手法の検討を踏まえた実態調査の実施 

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 34 

プラスチックによる河川や海における環境汚染等の実態調査 

具体的取組例  

・沿岸や河川におけるマイクロプラスチックの調査 

・河川ごみにおけるプラスチックごみの状況等の実態調査          

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
 
アクション 35 

下水処理施設や廃棄物処理施設等からの排水等に含まれるマイクロプラスチック

含有量の実態調査 

具体的取組例  

・下水処理施設の流入水や放流水などに含まれるマイクロプラスチック含有量の 

 調査 

・一般廃棄物最終処分場の流入水や放流水などに含まれるマイクロプラスチック 

 含有量の調査 

関連施策  

施策１ 施策２ 施策３ 施策４ 施策５ 施策６ 施策７ 
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プラスチック対策の取組状況 

○取組１ ～事業者との連携によるキャンペーン～   

関連：アクション 10  

  令和元年は６月を「よこはまプラスチック対策強化月間」 

とし、市内全域でプラスチック対策に取り組みました。 

その一環として、イオン株式会社と連携してワンウェイ 

プラスチック削減に向けたキャンペーンを実施しました。 

350 店を超える市内のイオングループ店舗で、プラス 

チックごみ削減を呼び掛けるポスターやポップを掲示し、 

会計時には、レジ袋要否の声かけなどを行うとともに、 

横浜市職員による店頭啓発イベントを合計 36 回行い（イオングループ以外の店舗も

含む）、約 8,700人の市民にプラスチックごみの問題について啓発しました。 

  また、キャンペーンに合わせて、プラスチックについての意識を把握するため、 

消費者アンケートを実施しました。アンケートの結果、プラスチックによる海洋汚染

が世界的な問題となっていることの認知度は９割を超えた一方で、ストローやペット

ボトルの削減に取り組んでいる人は４割台にとどまりました。 

今後、これらのワンウェイプラスチックの発生抑制を市民に積極的に呼びかけてい

きます。 

【消費者アンケート結果（抜粋）】 

Ｑ：「ワンウェイプラスチックを減らすための行動についてお聞きします。 
普段取り組んでいることはありますか？(複数回答可)」 

（有効回答数 3,644件） 

 

 

 

 

 

 

 

○取組２ ～海外新興国への廃棄物管理支援～  

関連：アクション 19 

 第６回アフリカ開発会議をきっかけに設立された「アフリカ 

のきれいな街プラットフォーム」において、廃棄物管理研修を 

実施しています。 

アフリカ各国の廃棄物管理部門の行政官を横浜にお招きし、 

横浜市の廃棄物処理施設やごみ集積場所の視察など、本市の 

廃棄物管理のノウハウをお伝えし、アフリカのきれいな街と 

健康な暮らしの実現に役立てていただいています。 

 

  

47.6%

75.3%

41.4%

63.2%

マイボトルを使っているので、ペットボトルを捨てるこ
とがない（少ない） 

買い物の時はマイバッグを使っているので、不要な 
レジ袋は受け取らない 

ストローを使わなくとも飲むことができる飲み物は、 
ストローを断っている 

できるだけ詰め替え商品を買っている 

 参 考 

店頭啓発イベントの様子 

ごみ集積場所視察の様子 
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○取組３ ～ポイ捨てと海洋汚染の関連についての啓発～  

関連：アクション 24 

 海岸ごみの約７割は陸上や川から流れついているとされ 

れており、街中でのポイ捨て防止対策が重要となります。 

そこで、ポイ捨てと海洋汚染の関連性を周知するための 

映像資料を作成し、各種機会を通じて啓発を行っています。 

 

○取組４ ～集積場所の改善～  

関連：アクション 25 

地域の方々による集積場所改善の取組を支援し、ごみ 

集積場所からのプラスチックの飛散による河川を通じた 

海洋流出の防止につなげています。 

 瀬谷区では、地域が協力しあい、フェンスと地面の隙間 

からごみが河川に落ちるのを防ぐために、フェンスと地面 

の隙間をネットで埋めるなどの対策を講じています。 

 

○取組５ ～海上漂流物の回収～  

関連：アクション 31 

 横浜市では委託により、清掃船６隻を使って海面の浮遊物 

の回収・運搬・処分を行っています。みなとみらい２１地区 

周辺から山下公園付近を美化重点水域に位置付け、日曜、 

祝日等の休日も実施しています。 

 年間約 200トンの漂流物等を処理しており、船舶の航行 

の安全を図るとともに、港を訪れる多くの方から喜ばれる 

きれいな港を目指して、横浜港の環境保全に努めています。 

 

○取組６ ～マイクロプラスチックの実態調査～  

関連：アクション 34、35 

 横浜市では、野島海岸などの市内沿岸や河川における 

マイクロプラスチックの存在状況や、水再生センターに 

流入する汚水及びセンターで処理され川や海に放流され 

る処理水に含まれるマイクロプラスチックについて、 

実態調査を開始しました。 

引き続き市内の水域におけるマイクロプラスチックの 

実態把握を進め、海洋環境の保全につなげていきます。 

映像資料「ポイ捨てごみはどこへ行く？」 

地域の方々による対策の様子 

海上漂流物の回収の様子 

市内沿岸で採取したマイクロプラスチック 
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 第４章 
プログラムとＳＤＧｓの関わり 

プラスチック問題の解決に向けた取組は、ゴール 12「つくる責任つかう責任」、 

ゴール 13「気候変動に具体的な対策を」、ゴール 14「海の豊かさを守ろう」などの 

ＳＤＧｓの様々なゴールにつながっています。 

プログラムに取り組むことはＳＤＧｓへの取組そのものであるとも言えます。 

横浜市は、ＳＤＧｓ未来都市として、プラスチック問題の解決に向けて取り組ん

でいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な開発 

よこはまプラスチック資源循環アクションプログラム 

ＳＤＧｓ 

図 11 プログラムとＳＤＧｓの関わり 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について 

 

2015 年９月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に 

盛り込まれた、ＳＤＧｓ(Sustainable Development Goals)は、「誰一人取り残さない」との 

誓いのもと、2030年を期限とする 17のゴールと 169 のターゲットを掲げる世界共通の目標 

です。 

先進国・新興国を問わず全ての国に適用される普遍性が最大の特徴であり、目標達成に向 

けては、エネルギー対策や健康、産業など、複数の分野にまたがる取組が求められています。 
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市民・事業者の皆様へ 

プラスチック対策を進めていくうえでは、次の１～５が重要です。 

 

１ ワンウェイプラスチックの使用を削減する 

２ プラスチックの代替となるものがある場合は、優先的に使用するように努める 

３ プラスチックの使用が避けられない場合は、再生材やバイオマスプラスチックを 

用いたものを選択し、できる限り長期間、使用する 

４ 使用したプラスチックを廃棄する際は、リサイクルが適切に行われるよう、分別を 

徹底する 

５ プラスチックが環境中に飛散し、海洋流出につながることのないよう、飛散防止 

や回収など、適切な対応を行う 

 

プラスチック対策は身近な取組から始めることができます。まずは、次の取組例を

参考にして、一人ひとり、自分にできることからプラスチック対策の第一歩を踏み出し

ましょう。 

 

 

 

＜取組例＞ 

・マイバッグを持ち、レジ袋の使用を控える 

・ストローを使わなくても飲むことのできる飲み物は、ストローの提供を断る 

・弁当などを購入し自宅等で食べる際は、スプーンやフォークなどの提供を断る 

・マイボトルを携帯し、ペットボトルの使用を減らす 

・ポイ捨てをしない 

・ごみ拾いなど清掃活動に参加する など 
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横浜市資源循環局         
横浜市中区住吉町 1-13 松村ビル 5階  
電話 045（671）2503  
FAX 045（641）1807  
E-mail sj-seisaku@city.yokohama.jp  
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